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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｃ字状に曲成された締付リングと、該締付リングの両端部から交差して半径方向に起立
する一対のグリップとから成り、一方のグリップは、締付リング側に開設されたガイド溝
の開口を有する巾広寸法を呈し、他方のグリップは、ガイド溝内を移動できる巾狭寸法を
呈して、締付リングが自由状態で縮径した時には、ホースの締め付けを可能とし、一対の
グリップを互いに接近させた時には、締付リングを拡径するホースクランプにおいて、
　締付リングに形成される係止部と、
　該係止部が係止する、グリップに形成される係合部と、を有し、
　該係止部は、締付リングが捻れた状態で係合部を係脱可能に係止するように構成され、
　係止部が係合部を係止した状態から一対のグリップを周方向に接近させて、一対のグリ
ップが相対的に巾方向にずれて前記係止した状態が外れた後、係合部が係止部に接触する
ことなく締付リングが縮径して、締付リングが前記捻れを解消した状態で、ホースの締め
付けを可能とすることを特徴とするホースクランプ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ゴムホース等を接続パイプの端部に締付固定するホースクランプの内、特に
、ホルダーを用いることなく、その拡径状態が保持できるホルダーレスタイプのホースク
ランプに関するものである。



(2) JP 4963135 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種ホースクランプは、具体的には図示しないが、金属帯板でＣ字状に曲成さ
れた締付リングと、該締付リングの両端部から交差して半径方向に起立する一対のグリッ
プとから成り、一方のグリップに対しては、締付リング側に開設されたガイド溝の開口を
有するアーチ状の巾広寸法となし、他方のグリップに対しては、上記ガイド溝内を移動で
きる巾狭寸法となすと共に、一方のグリップの側縁に内方に向かって伸びる係止片を形成
し、他方のグリップの側縁に該係止片と係脱可能に係止する係合片を形成する構成となっ
ている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この為、従来のホースクランプの使用に際しては、一対のグリップをプライヤーで把持
して周方向に接近させると、他方のグリップの係合片が一方のグリップの係止片の裏側に
回り込んで係止して、締付リングを拡径状態に保持するので、後は、当該締付リング内に
ホースを挿入して、ホースを接続パイプの端部に嵌め込んで、今度は、一方のグリップと
他方のグリップとをプライヤーで把持して巾方向に接近させると、他方のグリップの係合
片が一方のグリップの係止片から滑り出て、その間の係止状態が解除されるので、これに
より、締付リングが自身の復元力で自動的に縮径して、ホースを接続パイプに対して締付
固定することが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－６１８５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従って、従来のホースクランプの下では、今まで使用されていたホルダーを用いずとも
、締付リングの拡径状態が得られると共に、係合片の係止片に対する係止状態を解除すれ
ば、締付リングを自動的に縮径できる利点を有するものではあるが、反面、係合片の係止
片に対する係止状態を解除すると、締付リングがホース上で急激に縮径することとなるの
で、その反動により、ホースの締付姿勢が不良となったり、ホースの締付位置が狂ったり
する恐れが十分に考えられた。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、斯かる従来のホースクランプが抱える課題を有効に解決するために開発され
たもので、Ｃ字状に曲成された締付リングと、該締付リングの両端部から交差して半径方
向に起立する一対のグリップとから成り、一方のグリップは、締付リング側に開設された
ガイド溝の開口を有する巾広寸法を呈し、他方のグリップは、ガイド溝内を移動できる巾
狭寸法を呈して、締付リングが自由状態で縮径した時には、ホースの締め付けを可能とし
、一対のグリップを互いに接近させた時には、締付リングを拡径するホースクランプにお
いて、上記一対のグリップの間に係脱可能に係止する係止部と係合部を設け、一対のグリ
ップを接近させて、該係合部が上記係止部に係止した後、一対のグリップを更に周方向に
接近させると、他方のグリップはテーパー状の誘導部を介して横にずれて、これと連動し
て、係合部は係止部から外れる方向に移動し、その後は、係合部が係止部に接触すること
なく締付リングが縮径する一方、上記テーパー状の誘導部には、一方のグリップ寄りの締
付リング上において、締付リングの一般面よりもその板厚分以上高くなる段差が付与され
る構成を採用した。
【０００７】
　一対のグリップを接近させて、係止部と係合部を係止した状態の下では、締付リングは
捻じれた状態となり、更に、一対のグリップを周方向に接近させて、他方のグリップをテ
ーパー状の誘導部を介して横にずらした状態の下、及び、一対のグリップを開放して締付
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リングを縮径した状態の下では、締付リングは上記捻じれを解消する状態となる構成を採
用してもよい。
【０００８】
　係止部とテーパー状の誘導部の位置関係は、自由状態にある他方のグリップの側縁を基
準とすると、係止部の先端は当該基準となる側縁よりも外側に離れ、誘導部の周縁は基準
となる側縁の同一線上若しくは内側に突出する構成を採用してもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　依って、一対のグリップをプライヤーで把持して周方向に接近させて、他方のグリップ
を係止部に係止すると、締付リングの拡径状態が得られ、この状態において、一対のグリ
ップをプライヤーで把持して更に周方向に接近させると、他方のグリップは、係止部から
外れて、プライヤーの把持を徐々に緩めていけば、締付リングをゆっくりと縮径すること
が可能となる。従って、従来のように、締付リングの急激な縮径で、ホースの締付姿勢が
不良となったり、ホースの締付位置が狂ったりする心配がなくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第一実施例に係るホースクランプを示す斜視図である。
【図２】同正面図である。
【図３】締付リングを拡径した状態を示す平面図である。
【図４】他方のグリップが係止部から外れた状態を示す平面図である。
【図５】締付リングが縮径する状態を示す平面図である。
【図６】（Ａ）は他方のグリップの他例を示す要部斜視図、（Ｂ）は係止部に係止した状
態を示す平面図である。
【図７】（Ａ）は他方のグリップの別の他例を示す要部斜視図、（Ｂ）は係止部に係止し
た状態を示す平面図である。
【図８】第二実施例に係るホースクランプを示す斜視図である。
【図９】締付リングを拡径した状態を示す平面図である。
【図１０】他方のグリップが誘導部に誘導される状態を示す平面図である。
【図１１】係合部が係止部から外れた状態を示す平面図である。
【図１２】締付リングが縮径する状態を示す平面図である。
【図１３】（Ａ）は係合部の他例を示す要部斜視図、（Ｂ）は段差の他例を示す要部斜視
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（実施例１）
　以下、本発明を図示する各好適な実施例に基づいて詳述すれば、まず、第一実施例に係
るホースクランプは、図１・図２に示す如く、金属帯板でＣ字状に曲成された締付リング
１と、該締付リング１の両端部から交差して半径方向に起立する一対のグリップ２Ａ・２
Ｂとから成り、一方のグリップ２Ａは、締付リング１側に開設されたガイド溝３の開口３
ａを有するアーチ状の巾広寸法を呈し、他方のグリップ２Ｂは、上記ガイド溝３内を移動
できる巾狭寸法を呈して、締付リング１が自由状態で縮径した時には、ホースの締め付け
を可能とし、一対のグリップ２Ａ・２Ｂを互いに接近させた時には、締付リング１を拡径
する構成を前提としている。
【００１２】
　そして、第一実施例にあっては、上記ガイド溝３の一方のグリップ２Ａ寄りの溝縁に他
方のグリップ２Ｂの側縁を係脱可能に係止する凸状の係止部４を設けると共に、該係止部
４から続くガイド溝３の溝縁に他方のグリップ２Ｂをガイド溝３の開口３ａ方向へ誘導す
るテーパー状の誘導部５を設けて、この連続する係止部４と誘導部５に対しては、図示す
る如く、締付リング１の一般面よりもその板厚分以上一段高くなる段差６を積極的に付与
するものとする。尚、係止部４の外縁にもテーパー形状部７を設けるものとする。又、上
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記した係止部４と誘導部５の位置関係は、自由状態にある他方のグリップ２Ｂの側縁を基
準とすると、係止部４の先端は当該基準となる側縁よりも外側に離れ、誘導部５の周縁は
基準となる側縁の同一線上若しくは内側に突出するように設定するものとする。
【００１３】
　従って、一対のグリップ２Ａ・２Ｂをプライヤーで把持して周方向に接近させると、他
方のグリップ２Ｂは、上記係止部４のテーパー形状部７に摺接しながら移動するので、こ
の時点で、一対のグリップ２Ａ・２Ｂを巾方向に相対的に若干ずらすと、他方のグリップ
２Ｂの側縁が係止部４に係止して、これにより、締付リング１が拡径状態に保持されるこ
ととなるが、斯かる状態において、一対のグリップ２Ａ・２Ｂをプライヤーで把持して更
に周方向に接近させると、他方のグリップ２Ｂは、係止部４から外れて、今度は、テーパ
ー状の誘導部５によって横にずれながらガイド溝３の開口３ａ方向へ誘導されるので、後
は、逆に、プライヤーの把持を徐々に緩めていけば、他方のグリップ２Ｂは係止部４に接
触することなく、ガイド溝３内を徐々に移動するので、これにより、締付リング１はゆっ
くりと縮径することが可能となる。
【００１４】
　依って、斯かる構成のホースクランプを用いて、ホース（図示せず）を接続パイプ（図
示せず）の端部に締付固定する場合には、まず、一対のグリップ２Ａ・２Ｂをプライヤー
（図示せず）で把持して互いに周方向に接近させると、図３に示す如く、他方のグリップ
２Ｂの側縁がテーパー形状部７の案内を得て凸状の係止部４に係止して、締付リング１が
拡径状態に保持される。
【００１５】
　そこで、後は、拡径状態にある締付リング１内にホースを挿入して、ホースを接続パイ
プの端部に嵌め込んで、接近状態にある一対のグリップ２Ａ・２Ｂをプライヤーで把持し
て更に周方向に接近させると、図４に示す如く、他方のグリップ２Ｂは、係止部４から自
動的に外れて、誘導部５に案内されて横にずれながらガイド溝３の開口３ａ方向へ誘導さ
れるので、今度は、逆に、プライヤーの把持を徐々に緩めていけば、図５に示す如く、他
方のグリップ２Ｂが係止部４に接触することなく、ガイド溝３内を徐々に移動して、締付
リング１をゆっくりと縮径することが可能となる。従って、これにより、従来のように、
締付リング１の急激な縮径で、ホースの締付姿勢が不良となったり、ホースの締付位置が
狂ったりする心配が全くなくなる訳である。
【００１６】
　尚、締付リング１の拡径状態においては、他方のグリップ２Ｂは締付リング１の復元力
を利用して係止部４に係止することとなるので、一応、横ズレして係止部４から外れる心
配はないが、より確実に横ズレを防止する必要がある場合には、例えば、図６に示す如く
、他方のグリップ２Ｂの側縁に係止部４の内縁の凹形状に沿った折曲部８を形成するか、
或いは、図７に示す如く、他方のグリップ２Ｂの巾方向全域に係止部４の内縁の凹形状に
沿って深さが変化する窪み部９を形成して、他方のグリップ２Ｂの折曲部８又は窪み部９
と係止部４とをオーバーラップさせるように構成すれば、他方のグリップ２Ｂの横ズレを
一層確実に防止できるので、他方のグリップ２Ｂが係止部４から外れる心配がなくなる。
【００１７】
　又、第一実施例にあっては、連続する係止部４と誘導部５とに板厚分以上の段差６を積
極的に付与した関係で、締付リング１を拡径する場合でも、縮径する場合でも、一対のグ
リップ２Ａ・２Ｂの基部同士が干渉することがなくなるので、締付リング１のスムーズな
拡径又は縮径が保障できる。尚、この係止部４と誘導部５との位置関係は、自由状態にあ
る他方のグリップ２Ｂの側縁を基準とすると、係止部４は当該基準となる側縁よりも図中
右側に位置し、誘導部５は基準となる側縁の同一線上若しくは図中左側に位置するので、
この点からも、締付リング１のスムーズな拡径又は縮径が保障できる。
【００１８】
（実施例２）
　次に、第二実施例に係るホースクランプを説明すると、該第二実施例のものも、基本的
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３の一方のグリップ２Ａ寄りの溝縁に、その先端が開口３ａから逆方向に突出する係止部
４を延設する一方、他方のグリップ２Ｂ寄りの締付リング１部分に、上記係止部４の先端
に係脱可能に係止する係合部１０を設けると共に、上記係止部４の外縁に他方のグリップ
２Ｂをガイド溝３の開口３ａ方向へ誘導するテーパー状の誘導部５を設ける構成となした
ものである。
【００１９】
　この為、第二実施例の下では、一対のグリップ２Ａ・２Ｂをプライヤーで把持して周方
向に接近させて、この時点で、一対のグリップ２Ａ・２Ｂを巾方向に相対的に若干ずらす
と、図９に示す如く、係合部１０が係止部４の先端に係止するので、これにより、締付リ
ング１が拡径状態に保持されることとなる。
【００２０】
　そして、斯かる状態において、一対のグリップ２Ａ・２Ｂをプライヤーで把持して更に
周方向に接近させると、図１０に示す如く、他方のグリップ２Ｂは、上記係止部４の外縁
に設けられている誘導部５に摺接して横にずれながら移動するので、これにより、図１１
に示す如く、係合部１０が係止部４から外れる。そこで、一対のグリップ２Ａ・２Ｂを完
全に接近させた後、今度は、逆に、プライヤーの把持を徐々に緩めていけば、図１２に示
す如く、係合部１０が係止部４に接触することなく、他方のグリップ２Ｂがガイド溝３内
を徐々に移動して、締付リング１をゆっくりと縮径することが可能となる。
【００２１】
　従って、第二実施例にあっても、締付リング１をゆっくりと縮径させることが可能とな
るので、従来のように、締付リング１の急激な縮径で、ホースの締付姿勢が不良となった
り、ホースの締付位置が狂ったりする心配が全くなくなる訳である。又、第二実施例にあ
っては、係止部４の先端に横ズレ防止片１１を突出させているので、係合部１０が係止部
４に対して横ズレして外れる心配も全くない。
【００２２】
　尚、第二実施例にあっては、他方のグリップ２Ｂ寄りの係合部１０を単に切り起こして
立ち上げたものであるが、図１３のＡに示す如く、立ち上げた後、その先端部を更に横方
向に折曲するように構成することも可能であるし、係止部４に段差６を付与する場合も、
係止部４が設けられているガイド溝３の側壁を単に一般面よりも一段高くしたものである
が、図１３のＢに示す如く、当該側壁を一般面と同一高さに維持して、溝縁と連続する部
分に段差６を付与することも可能である。特に、この場合には、締付リング１のホースの
外周面に対する締付面積を大きくとれるので、より確実な締付固定状態が得られることと
なる。
　以上の如く、本発明に係るホースクランプは、締付リングをゆっくりと縮径することが
可能となるので、ゴムホース等を接続パイプの端部に締付固定するホースクランプとして
、頗る好都合なものとなる。
【符号の説明】
【００２３】
　１　締付リング、　２Ａ　一方のグリップ、　２Ｂ　他方のグリップ、　３　ガイド溝
、　３ａ　ガイド溝の開口、　４　係止部、　５　誘導部、　６　段差、　７　テーパー
形状部、　８　折曲部、　９　窪み部、　１０　係合部、　１１　横ズレ防止片。



(6) JP 4963135 B2 2012.6.27

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(7) JP 4963135 B2 2012.6.27

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(8) JP 4963135 B2 2012.6.27

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(9) JP 4963135 B2 2012.6.27

【図１３】



(10) JP 4963135 B2 2012.6.27

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－０１２６７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第４８３７７０４（ＪＰ，Ｂ２）　　
              実開平０６－００６８８２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開平０５－０８３５８０（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０８－１７８１５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－２４３４１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－０６１８５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０３－０９６４８９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開平０６－０６９５８１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平１０－７３１９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６２－１８４２８１（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ１６Ｌ　　３３／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

